
独立行政法人物質・材料研究機構個人情報保護規程 

 

平成１７年３月４日 

１７規程第１号 

改正：平成１８年 ３月２８日 １８規程第 ２３号 

改正：平成２０年 ３月２５日 ２０規程第 ２５号 

改正：平成２１年 ３月３０日 ２１規程第 ５９号 

改正：平成２１年 ５月１１日 ２１規程第 ７４号 

改正：平成２１年１１月２６日 ２１規程第１１６号 

改正：平成２２年１１月２２日 ２２規程第 ５９号 

改正：平成２３年 ４月２７日 ２３規程第 ２６号 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 独立行政法人物質･材料研究機構（以下「機構」という。）における個人情報の取

扱いについては、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５９号。以下「法」という。）、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す

る法律施行令（平成１５年政令第５４９号。以下「施行令」という。）その他別に定め

るもののほか、この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。（他の情報と照合

することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。） 

(2) 保有個人情報 機構の役員又は職員（キャリア形成職員、任期制職員、外来研究者、

派遣職員等機構において業務を行う者全てを含む。以下「職員等」という。）が職務

上作成し、又は取得した個人情報であって、職員等が組織的に利用するものとして機

構が保有しているもの。ただし、独立行政法人物質・材料研究機構文書管理規則（平

成２３年４月１日 ２３規程第１０号。以下「文書管理規則」という。）第２条第１

号に規定する文書（以下「法人文書」という。）に記録されているものに限る。 

 (3) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの。 

イ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検



索することができるように体系的に構成したもの。 

ロ イに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、そ

の他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系

的に構成したもの 

(4) 個人情報ファイル簿 個人情報ファイルについて、法第１１条の定めるところによ

り同条第１項各号に掲げる事項を記載した帳簿 

(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人 

２ 前項に定めるものの他、この規程において用いる用語の意義は、法及び施行令の定め

るところによる。 

 

第２章 個人情報保護の体制 

 

（総括個人情報保護管理者） 

第３条 機構に総括個人情報保護管理者（以下「総括保護管理者」という。）を置くことと

し、総務担当理事をもって充てる。 

２ 総括保護管理者は、機構における保有個人情報の管理に関する事務を総括する任に当

たる。 

（個人情報保護管理者） 

第４条 保有個人情報を取扱う各室課及び研究ユニット等（以下「室課等」という。）に、

個人情報保護管理者（以下「保護管理者」という。）を置くこととし、当該室課等の長

をもって充てる。 

２ 保護管理者は、各室課等における保有個人情報を管理する任に当たる。 

（個人情報保護担当者） 

第５条 保有個人情報を取扱う各室課等に、個人情報保護担当者（以下「保護担当者」と

いう。）を置くこととし、文書管理規則第５条に定める文書管理者をもって充てる。 

２ 保護担当者は保護管理者を補佐し、各室課等における保有個人情報の管理に関する事

務を行う。なお、総務部門総務部各地区研究支援室及び総務部門並木地区管理室の保護

担当者は、当該室に係る事務及び研究ユニット等に係る事務を所掌する。 

（個人情報監査責任者） 

第６条 機構に、個人情報監査責任者（以下「監査責任者」という。）を置くこととし、常

勤の監事をもって充てる。 

２ 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について監査する任に当たる。 

（主管課） 

第７条 機構における個人情報保護の事務取扱いの主管課は、総務部門総務部総務課（以

下「総務課」という。）とする。 

（個人情報保護委員会） 



第８条 機構に、個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の構成、運営等については、別に定める。 

 

第３章 個人情報の取扱い 

 

（職員等の責務） 

第９条 職員等は、法の趣旨に則り、関連する法令及び本規程等の定め並びに総括保護管

理者、保護管理者及び保護担当者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければなら

ない。 

（個人情報の保有の制限等） 

第１０条 個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場

合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 

２ 前項の規定により特定された利用の目的（以下「利用目的」という。）の達成に必要な

範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 

３ 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に

認められる範囲を超えて行ってはならない。 

（利用目的の明示） 

第１１条 職員等は、本人から直接書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる記録（以下「電磁的記録」という。）を含

む。）に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あ

らかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等又は地方公共団

体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

（適正な取得） 

第１２条 職員等は、偽り、その他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

（正確性の確保） 

第１３条 保護管理者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現

在の事実と合致するよう努めなければならない。 

２ 職員等は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従

い、訂正等を行う。 

（職員等の秘密保持義務） 

第１４条 次に掲げる者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に



知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

(1) 個人情報の取扱いに従事する機構の職員等又はこれらの職にあった者 

(2) 機構から委託された個人情報の取扱いに係る業務に従事している者又は従事して

いた者 

（利用及び提供の制限） 

第１５条 職員等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情

報を利用し、又は提供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員等は、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供することができる。ただ

し、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供することによって、

本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限

りでない。 

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(2) 法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を機構の内部で利用する場

合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 

(3) 行政機関（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５

８号）第２条第１項に規定する行政機関をいう。）、他の独立行政法人等又は地方公共

団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法

令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、

当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人

情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、

その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。 

３ 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げ

るものではない。 

４ 保護管理者は、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認められるときは、

保有個人情報の利用目的以外の目的のための機構の内部における利用を特定の職員等

に限るものとする。 

（保有個人情報の提供を行う際の措置） 

第１６条 保護管理者は、前条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機関及び独立

行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における

利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等につ

いて書面を取り交わすものとする。 

２ 保護管理者は、前条第２項第３号及び第４号の規定に基づき行政機関及び独立行政法

人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、

必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認し、



その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。 

３ 保護管理者は、前条第２項第３号の規定に基づき行政機関又は独立行政法人等に保有

個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、前２項に規定する措置

を講ずる。 

（アクセス制限） 

第１７条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて当該保有個人情報に

アクセスする（媒体を問わず、保有個人情報に接する行為をいう。）権限を有する者を

その利用目的を達成するために必要最小限の職員等に限るものとする。 

２ アクセス権限を有しない職員等は、保有個人情報にアクセスしてはならない。 

３ 職員等は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個

人情報にアクセスしてはならない。 

（複製等の制限） 

第１８条 職員等は、業務上の目的で保有個人情報を取扱う場合であっても、次に掲げる

行為については、保護管理者の指示に従う。 

(1) 保有個人情報の複製 

(2) 保有個人情報の送信 

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し 

(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為 

（媒体の管理等） 

第１９条 職員等は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定

められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施

錠等を行う。 

（廃棄等） 

第２０条 職員等は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体（端末及びサ

ーバに内蔵されているものを含む。）が不要となった場合には、保護管理者の指示に従

い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒

体の廃棄を行う。 

（保有個人情報の取扱状況の記録） 

第２１条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、

当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。 

（情報システムで取り扱う保有個人情報の安全確保の措置） 

第２２条 保護管理者は、情報システム（ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク及

び記録媒体で構成されるものであって、これら全体で保有個人情報に係る業務処理を行

うものをいう。）で取り扱う保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個

人情報の管理について適切な措置を講ずるものとする。 

（業務の委託等） 



第２３条 各室課等において、保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合に

は、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な

措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における

責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事

項について書面で確認する。 

(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務 

(2) 再委託の制限又は条件に関する事項 

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項 

(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項 

(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項 

(6) 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項 

２ 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派

遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。 

（事案の報告及び再発防止措置等） 

第２４条 保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、そ

の事実を知った職員等は、速やかに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告する。 

２ 保護管理者は、前項の報告を受け、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を

講ずるものとする。 

３ 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括保護管理者に報告す

る。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括保護管理者に当該

事案の内容等について報告する。 

４ 総括保護管理者は、前項に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当

該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告する。 

５ 理事長は、前項の報告を受け、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。 

６ 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる

ものとする。 

７ 総括保護管理者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、

当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずるものとする。 

（監査及び点検の実施） 

第２５条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査（外

部監査を含む。）を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。 

２ 保護管理者は、各室課等における保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等に

ついて、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保

護管理者に報告する。 

３ 総括保護管理者は、前２項の報告を受け、必要があると認めるときは、保有個人情報

の管理につき見直し等の措置を講ずる。 



 

第４章 個人情報ファイル簿 

 

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） 

第２６条 保護担当者は、各室課等が保有している個人情報ファイルについて、別紙様式

により個人情報ファイル簿を作成し、総務部門総務部総務課長（以下「総務課長」とい

う。）に提出しなければならない。新たに個人情報ファイル簿の掲載に係る個人情報フ

ァイルの保有に至ったとき又は個人情報ファイル簿の記載事項に変更があったときも、

速やかに個人情報ファイル簿の作成又は修正を行い、総務課長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

(1) 職員等又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、

給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（機構が

行う職員等の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

(3) 第４項の公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部

を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該

公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

(4) １年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記

録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所そ

の他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

(6) 職員等が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情

報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

(7) 本人の数が１０００人に満たない個人情報ファイル 

(8) 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与

若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの（イに掲げる

者の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。） 

イ 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの 

ロ イに掲げる者であった者 

ハ 第１号に規定する者又はイ若しくはロに掲げる者の被扶養者又は遺族 

(9) 第１号に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報

ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに

準ずる事項を記録するもの 

(10)第２条第１項第３号ロに係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が第

４項の公表に係る第２条第１項第３号イに係る個人情報ファイルの利用目的及び記



録範囲の範囲内であるもの 

３ 保護担当者は、第４項の公表に係る個人情報ファイルの保有をやめたとき又はその個

人情報ファイルが前項第７号に該当するに至ったときは、当該個人情報ファイル簿につ

いての記載を削除すべき旨を、遅滞なく総務課長に報告しなければならない。 

４ 総務課長は、第１項の個人情報ファイル簿の提出及び前項の報告があったときは、機

構として一の個人情報ファイル簿にまとめ、遅滞なく一般の閲覧に供するものとする。 

 

第５章 開示、訂正及び利用停止 

 

第１節 開示 

（受付） 

第２７条 法第１３条第１項の開示請求は、別に定めるところにより、総務課において受

け付けるものとする。 

（開示請求に係る審査等） 

第２８条 前条の受付後、当該保有個人情報を保有する室課等（以下「担当室課等」とい

う。）は、直ちに開示決定等に係る審査等を行わなければならない。なお、担当室課等

の保護管理者は、委員会に意見を求める必要があると認めるときは、総括保護管理者を

通して、理事長にその旨を報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の報告を受けて必要があると認める場合その他必要があると認める場

合は、委員会の意見を求めるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、法第１５条、法第１６条若しくは法第１７条の規定を適用

して開示決定等を行うときは、理事長は、委員会の意見を求めるものとする。 

（開示、不開示の基準等） 

第２９条 開示決定等をするにあたっては、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲

げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合及び法第１７

条を適用する場合を除き、当該保有個人情報を開示することとする。ただし、法第１６

条の適用がある場合は、この限りでない。 

(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求

者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、

開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は

開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、な

お開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる

情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが



予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条

第２項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役

員及び職員並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地

方公務員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であ

るときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

(3) 法人その他の団体（国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号にお

いて「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該

事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財

産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 独立行政法人等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもので

あって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であ

ると認められるもの 

(4) 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討

又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそ

れ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5) 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であ

って、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の

財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 



ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（開示決定等の期限の延長等） 

第３０条 担当室課等の保護管理者は、法第１９条第２項又は法第２０条の規定を適用し

て開示決定等の期限の延長等の決定を行う必要があると認める場合は、総括保護管理者

を通して、理事長にその旨を報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の決定にあたっては、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。 

（開示の実施） 

第３１条 開示請求に係る保有個人情報の開示をする旨の決定があったときは、担当室課

等は、第３２条に定める方法により開示を実施することとする。 

２ 第３２条の規定による閲覧による開示にあっては、担当室課等の職員等が開示決定に

係る保有個人情報が記録された法人文書を受付に持参し、保有個人情報の開示に立会い、

開示請求者の求めに応じて必要な説明を行うものとする。 

３ 法第１５条に定める部分開示を実施する場合には、不開示情報が明らかにならないよ

う開示の実施の方法ごとに適切に行い、部分開示の範囲が明確になるよう開示を実施す

るものとする。 

（開示の実施の方法） 

第３２条 次に掲げる文書又は図画等に記録されている保有個人情報の閲覧の方法は、そ

れぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。 

(1) 文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に該当するものを除く。） 当該文

書又は図画（法第２４条第１項但書が適用される場合にあっては、次項第１号イに規

定するもの） 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、

これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本工業規格Ａ列１番（以

下「Ａ１判」という。）以下の大きさの用紙に印刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙（縦８９ミリメートル、横１２７ミリメ

ートルのもの又は縦２０３ミリメートル、横２５４ミリメートルのものに限る。以下

同じ。）に印画したもの 

(4) スライド（第５項に規定する場合におけるものを除く。次項第４号において同じ。） 

当該スライドを専用機器により映写したもの 

２ 次に掲げる文書又は図画等に記録された保有個人情報の法第２４条第１項の規定によ

る開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。 

(1) 文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に該当するものを除く。） 次に掲

げる方法（ロ及びハに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずる

おそれがなく、かつ、機構がその保有する処理装置及びプログラム（電子計算機に対



する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

以下同じ。）により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。） 

イ 当該文書又は図画を複写機により日本工業規格Ａ列３番（以下「Ａ３判」という。）

以下の大きさの用紙に複写したものの交付（ロに掲げる方法に該当するものを除く。）。

ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりＡ１

判若しくは日本工業規格Ａ列２番（以下「Ａ２判」という。）の用紙に複写したもの

の交付（ロに掲げる方法に該当するものを除く。）又は当該文書若しくは図画を撮影

した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 

ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 

ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブル

ディスクカートリッジ（日本工業規格Ｘ６２２３に適合する幅９０ミリメートルのも

のに限る。以下同じ。）又は光ディスク（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１又

はＸ６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。次項第３号ホにおいて同じ。）に複写したものの交付 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本工業規格Ａ列４番（以下「Ａ４判」

という。）の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、

Ａ１判、Ａ２判又はＡ３判の用紙に印刷したものの交付 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付 

３ 次に掲げる電磁的記録に記録された保有個人情報についての法第２４条第２項で定め

る方法は、それぞれ当該各号に定めるものとする。 

(1) 録音テープ（第５項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同

じ。）又は録音ディスク 次に掲げる方法 

イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 

ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ（日本工業規格Ｃ５５６

８に適合する記録時間１２０分のものに限る。）に複写したものの交付 

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法 

イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 

ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ（日本工業規格Ｃ

５５８１に適合する記録時間１２０分のものに限る。以下同じ。）に複写したものの

交付 

(3) 電磁的記録（前２号、次号又は次項に該当するものを除く。） 次に掲げる方法で

あって、機構がその保有処理装置及びプログラムにより行うことができるもの 

イ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

ロ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために

備え付けられているものに限る。）により再生したものの閲覧又は視聴 



ハ 当該電磁的記録をＡ３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付（ニに掲げる

方法に該当するものを除く。） 

ニ 当該電磁的記録をＡ三判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付 

ホ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写した

ものの交付 

(4) 電磁的記録（前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有

するものに限る。） 次に掲げる方法であって、機構がその保有する処理装置及びプ

ログラムにより行うことができるもの 

イ 前号イからハまでに掲げる方法 

ロ 当該電磁的記録を幅１２．７ミリメートルのオープンリールテープ（日本工業規

格Ｘ６１０３、Ｘ６１０４又はＸ６１０５に適合する長さ７３１．５２メートルの

ものに限る。）に複写したものの交付 

ハ 当該電磁的記録を幅１２．７ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日本工業

規格Ｘ６１２３、Ｘ６１３２若しくはＸ６１３５又は国際標準化機構及び国際電気

標準会議の規格（以下「国際規格」という。）１４８３３、１５８９５若しくは１５

３０７に適合するものに限る。）に複写したものの交付 

ニ 当該電磁的記録を幅８ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日本工業規格Ｘ

６１４１若しくはＸ６１４２又は国際規格１５７５７に適合するものに限る。）に複

写したものの交付 

ホ 当該電磁的記録を幅３．８１ミリメートルの磁気テープカートリッジ（日本工業

規格Ｘ６１２７、Ｘ６１２９、Ｘ６１３０又はＸ６１３７に適合するものに限る。）

に複写したものの交付 

４ 映画フィルムに記録された保有個人情報の開示の実施の方法は、次に掲げる方法とす

る。 

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付 

５ スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープに記録された保

有個人情報を同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。 

(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴 

(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付 

（手数料の額等） 

第３３条 法第２６条第１項の規定により納付しなければならない手数料（以下「開示請

求手数料」という。）の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書

１件につき３００円とする。 

２ 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書に記録されている保有個

人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、



当該複数の法人文書を一の法人文書とみなす。 

(1) 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書 

(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の文書 

３ 開示請求手数料の徴収の方法は、機構の指定する金融機関への口座振込によるものと

し、開示請求書にその振込に係る証の写しの添付を求めるものとする。 

４ 前項の振込にあたって費用が生じる場合があっても、機構では負担しないものとし、

手数料の納入者には、努めて、あらかじめ説明するものとする。 

（写しの送付に係る費用） 

第３４条 写しの交付の方法による保有個人情報の開示の実施を希望する者は、開示手数

料のほかに送付に係る料金を機構に納付して、写しの送付を求めることができる。 

２ 前項の送付に係る料金は、郵便切手により納付するものとする。 

 

第２節 訂正 

（受付） 

第３５条 法第２８条第１項の訂正請求は、別に定めるところにより、総務課において受

け付けるものとする。 

（訂正請求に係る審査等） 

第３６条 前条の受付後、担当室課等は、直ちに訂正決定等に係る審査等を行わなければ

ならない。なお、担当室課等の保護管理者は、委員会に意見を求める必要があると認め

るときは、総括保護管理者を通して、理事長にその旨を報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の報告を受けて必要があると認める場合その他必要があると認める場

合は、委員会の意見を求めるものとする。 

（訂正決定等の期限の延長等） 

第３７条 担当室課等の保護管理者は、法第３１条第２項又は法第３２条の規定を適用し

て訂正決定等の期限の延長等を行う必要があると認める場合は、総括保護管理者を通し

て、理事長にその旨を報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の決定にあたっては、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。 

 

第３節 利用停止 

（受付） 

第３８条 法第３７条第１項の利用停止請求は、別に定めるところにより、総務課におい

て受け付けるものとする。 

（利用停止請求に係る審査等） 

第３９条 前条の受付後、担当室課等は、直ちに利用停止決定等に係る審査等を行わなけ

ればならない。なお、担当室課等の保護管理者は、委員会に意見を求める必要があると

認めるときは、総括保護管理者を通して、理事長にその旨を報告するものとする。 



２ 理事長は、前項の報告を受けて必要があると認める場合その他必要があると認める場

合は、委員会の意見を求めるものとする。 

（利用停止決定等の期限の延長等） 

第４０条 担当室課等の保護管理者は、法第４０条第２項又は法第４１条の規定を適用し

て利用停止決定等の期限の延長等を行う必要があると認める場合は、総括保護管理者を

通して、理事長にその旨を報告するものとする。 

２ 理事長は、前項の決定にあたっては、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。 

 

第４節 異議申立て 

（異議申立ての受付） 

第４１条 法第４２条第１項の規定に基づく行政不服審査法による異議申立ては、総務課

において受け付けるものとする。 

（委員会への意見照会） 

第４２条 理事長は、前条の異議申立てがあったときは、委員会の意見を求めるものとす

る。 

２ 法第２３条第３項の規定に基づき、意見書の提出があったときも、前項と同様とする。 

 

第６章 その他 

 

（請求をしようとする者に対する情報の提供等） 

第４３条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求（以下「請求」という。）をしようとする

者がそれぞれ容易かつ的確に請求をすることができるよう、保有個人情報の特定に資す

る情報の提供その他請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるもの

とする。 

（教育研修） 

第４４条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員等に対し、保有個人

情報の適切な管理のために必要な教育研修を行うものとする。 

２ 保護管理者は、室課等の職員等に対し、教育研修への参加の機会を付与する等の必要

な措置を講ずるものとする。 

（苦情処理） 

第４５条 機構における個人情報の取扱いに関する苦情は総務課において受け付けるもの

とし、関係室課等と連携して、苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。 

（雑則） 

第４６条 この規程に定めるもののほか、個人情報保護制度の実施に関し必要な事項は理

事長が別に定める。 

 



 

附 則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２８日 １８規程第２３号） 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２５日 ２０規程第２５号） 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３０日 ２１規程第５９号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年５月１１日 ２１規程第７４号） 

この規程は、平成２１年５月１８日から施行する。 

附 則（平成２１年１１月２６日 ２１規程第１１６号） 

この規程は、平成２１年１１月３０日から施行する。 

附 則（平成２２年１１月２２日 ２２規程第５９号） 

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月２７日 ２３規程第２６号） 

この規程は、平成２３年４月２７日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。 

 



別紙様式  個人情報ファイル簿 

ファイルの名称 
 

独立行政法人の名称 独立行政法人物質・材料研究機構 

ファイルを利用している組

織の名称 

 

ファイルの利用目的 

 

ファイルに記録される項目 

 

ファイルに本人として記録

される個人の範囲 

 

個人情報の収集方法  

個人情報の経常的な提供先 
□有（提供先：                   ） 

□無 

開示請求、訂正請求又は利用

停止請求を受理する受付窓口 

独立行政法人物質・材料研究機構総務部門総務部総務課 

〒３０５－００４７茨城県つくば市千現１－２－１ 

記録情報の訂正又は利用停

止の手続きについて法令等

の特別の定めがあるときは

その旨 

 

個人情報ファイルの種別 
□法第２条第４項第１号（電算処理ファイル） 

□法第２条第４項第２号（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルで、利用目

的及び記録範囲が当該ファイ

ルの範囲内にあるマニュアル

処理ファイルが別に存在する

場合はその旨 

□有 

□無 

備考  

 


